
 防災リーダー養成補助金について 

 

 ◆ 補助の対象となる経費                           

 ○ 受 講 料、受 験 料、資 格 登 録 料 

       ・受講に必要な 受 講 料、防災士受験料、防災士資格登録料 

○ 交 通 費 

      ・自宅から会場までの間で、受講するために最も経済的な経路で要したバス代、電

車代 または 自家用車での有料道路代、駐車場の利用に要した費用 

（※受講に必要なものに限ります） 

    ○ 宿 泊 費 （防災士研修講座受講の場合） 

       ・宿泊が必要な場合の 第1日目、第2日目の宿泊料 

 

 ◆ 補 助 金 の 金 額                               

    補助の対象となる経費の１／２ （上限５万円 ※1,000円未満の端数は切捨） 

 

 ◆ 補 助 金 申 請 の 流 れ   ※受講する前に申請が必要です              

     ① 受講前の申請書類の提出  

【 必 要 書 類 】 

          ・補助金交付申請書（様式第１号） 

          ・南あわじ市口座振込申込書 

          ・収 支 予 算 書 

 

  ② ひょうご防災リーダー、防災士研修講座の受講  

 

 

   ③ 受講後の申請書類の提出  

【 必 要 書 類 】 

          ・補助金実績報告書（様式第２号） 

          ・補助金交付請求書（様式第３号） 

          ・収 支 決 算 書 

          ・資 格 取 得 結 果 通 知 のコピー もしくは、 

             修 了 証（ひょうご防災リーダー）、認 証 状（防災士）のコピー 

          ・受講日等確認書 

          ・交 通 費（有料道路の利用区間・利用料が分かる書類、駐車場領収書、 

                 ＥＴＣ利用明細書等） 

          ・受講料、受験料、資格登録料の振り込みが確認できる書類  

                （払込金額の分かる明細票等） 

          ・宿泊費に係る 請求書 および 領収書 のコピー  

   ※ 受講前の申請時から内容の変更がある場合は、別途手続きが必要です 


